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動物実験計画書作成及び動物実験等実施要領 

 

１．動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から，次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立

案すること。 

(1)  研究の目的，意義及び必要性 

(2)  代替方法を考慮して，実験動物を適切に利用すること。 

(3)  実験動物の使用数削減のため，動物実験等の目的に適した実験動物種の選定，動物実験成績の精度と再現性

を左右する実験動物の数，遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。 

(4)  苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。  

(5)  苦痛度の高い動物実験等（致死的な毒性試験，感染実験，放射線照射実験等）を行う場合は，動物実験等を計

画する段階で人道的エンドポイント（実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングを

いう。以下同じ。）の設定を検討すること。 

 

２．動物実験等の実施に当たっては，関係法令等に従うとともに，特に次に掲げる事項を遵守すること。 

(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。 

(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項 

  ア 適切な麻酔薬，鎮痛薬等の利用 

  イ 実験の終了時期（人道的エンドポイントを含む。） 

  ウ  適切な術後管理 

  エ 適切な安楽死の選択 

(3) 安全管理に注意を払うべき実験（物理的若しくは化学的に危険な材料，病原体，遺伝子組換え動物等を用いる

実験）については，関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。 

(4) 物理的若しくは化学的に危険な材料，病原体等を扱う動物実験等について，安全のための適切な施設や設備を

確保すること。 

(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。 

(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては，その経験等を有する者の指導下で行うこと。 

 

 

 


